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１ 2025年度 第１回オークション結果
高度化法義務達成市場（非FIT再エネ指定なし）

• 前年度の第１回オークションと比較すると、買入札量は大幅に増加し、他方で売入札量は大幅に減少した。

• 約定価格はこれまでのオークション結果と異なり、初めて上下限以外の価格（0.72円/kWh）となった（上限価格1.3円/kWh、下限価格

0.6円/kWh）。これは一部買札が下限価格以上での入札を行ったことに加えて、売札の入札価格もある程度のバラつきがあったためと考え

られる。
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高度化法義務達成市場（非FIT再エネ指定あり）

• 前年度の第１回オークションと比較すると、買入札量は大幅に増加し、他方で売入札量は大幅に減少した。

• 約定価格はこれまでのオークション結果と異なり、初めて上下限以外の価格（0.91円/kWh）となった（上限価格1.3円/kWh、下限価格

0.6円/kWh） 。これは一部買札が下限価格以上での入札を行ったことに加えて、売札の入札価格もある程度のバラつきがあったためと考え

られる。
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• 約定量は年々増加しており、これまでのオークション結果と比較して過去最大（約200億kWh）となった。

再エネ価値取引市場（FIT）
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2025年度の証書需給状況の把握に向けた今後の対応

• 第２フェーズ以降は、証書の需給状況を的確に把握する観点から、定期的にアンケート調査を行うこととしている。

• 現在、相対取引の実施状況および第２回以降のオークションにおける証書供給量等に関するアンケート調査を実施中。

• アンケート結果を踏まえた2025年度における証書の需給バランスの見込み等は、今後の制度検討作業部会にて公表予定。

第77回制度検討作業部会
（2023年４月５日）資料４から



１ 2025年度 第１回オークション結果

２ 高度化法第３フェーズ以降に向けた議論

（１）はじめに

（２）第二フェーズの評価

３ 高度化法第３フェーズ以降に向けた議論（個別論点）

３-１ 2031年度以降の目標のあり方

３-２ 第３フェーズにおける化石電源グランドファザリング
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• エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律

（以下、高度化法）は、我が国のエネルギー供給の太宗を化石燃料が占めていることに鑑み、エネルギー安定供給、経

済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合を図るために、2009年に制定さ

れ、それ以来、エネルギー政策を巡る様々な情勢変化を背景に、累次にわたる運用の見直しが行われてきた。

• 現行制度の大枠は、2018年度及び2019年度の制度検討作業部会における議論によって定められた。具体的には、①第

４次エネルギー基本計画の改定を踏まえ、2016年に定められた「2030 年における非化石電源比率を原則 44％以上」

とするという非化石電源比率の目標を引き継ぎつつ、目標達成の確度を高めるため、2020年度以降、事業者ごとに到

達すべき非化石電源比率（以下、中間目標値）を毎年度通知し、中間目標値の達成状況及び取組状況についての評価を

行うこととされた。

• 中間目標値の設定に当たっては、事業者間で非化石電源へのアクセス環境は大きく異なっているという実態等を勘案し、

非化石電源の調達に一定の配慮「化石電源グランドファザリング（以下、GF）」を導入することとし、（高度化法目

標の達成年度である）2030年度までの期間を、第１フェーズ（2020～22年度）、第２フェーズ（2023～2025年度）、

第３フェーズ（2026年度～）に分割し、各フェーズの移行時に、中間目標値の達成状況などを確認した上で、GF設定

の要否など、必要な制度見直しを行うこととされた。

２ 高度化法第３フェーズに向けた議論（総論）
（１）はじめに
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• 今年度（2025年度）は、第２フェーズの最終年度であり、2026年度から第３フェーズが始まることとなる。そのた

め、これまでの方針を踏まえ、第２フェーズの高度化法の中間目標値の達成状況等を確認しつつ、今後の運用について、

必要な見直しを検討する。

• また、本議論を行うに当たっては、直近のエネルギー政策を巡る動向を踏まえる必要がある。特に、エネルギー政策の

基本的な方向性を示すものとして、本年２月に閣議決定された「第７次エネルギー基本計画」は、高度化法の運用を議

論する際にも重要である。

• 同計画では、我が国の経済成長、更には、エネルギーセキュリティの観点から2050年のカーボンニュートラル実現に

向け、脱炭素電源への投資を推進することの重要性が示されている。そうした文脈の中で、同計画では、非化石証書に

ついて、「脱炭素電源投資を推進する観点から、非化石証書の更なる活用を推進する」旨が記載されている。

• なお、関連する審議会（大量導入小委）では、再エネの主力電源化に向けた、FIT制度から自立した形（FIP制度・非

FIT/非FIP）での再エネ電源への新規投資・再投資の促進という視点から、非化石価値取引市場や非化石証書制度の検

討課題について、既に様々な御意見をいただいており（詳細はp.23～25を参照） 、そうした議論の内容は、今回の検討にお

いても参照することとしたい。

• 更に、今後予定されているGHG Protocol Scope 2 Guidanceの改定等、国内外の非化石証書や環境価値を巡る議論に

ついても、引き続き注意を払っていく。



１ 2025年度 第１回オークション結果

２ 高度化法第３フェーズ以降に向けた議論

（１）はじめに

（２）第２フェーズの評価

３ 高度化法第３フェーズ以降に向けた議論（個別論点）

３-１ 2031年度以降の目標のあり方

３-２ 第３フェーズにおける化石電源グランドファザリング
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• 非化石価値取引市場が開始した2017年度以降、我が国の非化石電源比率は、着実に向上。特に、中間目

標値を導入した2020年度から2024年度にかけては、10％弱増加している。また、2021年度と2024年

度の非化石電源の属性別の割合を見ると、非FIT電源が占める割合が増加している。
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（2）第２フェーズの評価 ①非化石電源比率の推移
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• 第１フェーズ（2020年度～2022年度）では、第１フェーズの３か年の平均達成率を用いて評価を実施する仕組み

とされていたが、2022年度における非FIT証書の需給ひっ迫等により、目標を達成した事業者は全体の約６割に留

まった。

• 他方、第２フェーズでは、単年度ごとに、事業者に通知される中間目標値の達成状況を評価する仕組みを導入。

2023年度、2024年度において、目標値を達成した事業者は全体の約９割５分となった。

※）第１フェーズの中間評価は2020年度～2022年度の複数年度評価、第２フェーズの中間評価は各年度ごとの評価としている。

（2）第２フェーズの評価 ②事業者による義務達成状況
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• 制度開始当初、非化石電源の調達は一部の事業者に偏って行われていたが、本制度の運用が進む中で、より多くの小売

電気事業者が非化石電源を調達するようになった。

• 一方、事業者別の非化石電源比率を詳細に分析すると、新たに高度化法目標の対象となった事業者※１（電気の販売量が

増えたことにより義務対象となった小売電気事業者）など、非化石電源比率※２が平均値（31％）を下回っている事業

者もまだ多い。
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※１ 新たに高度化法対象となる事業者とは、2024年度に初めて販売電力量が５億kWhを超えて、2026年度に中間目標値を通知予定の事業者。
※２ 非化石電源比率は、FIT証書（売れ残り配分量も含む）および非FIT証書のいずれも対象とした際の比率（44%目標との関係からみたもの）。
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（２）第２フェーズの評価 ③事業者による非化石電源調達状況

離島供給事業者などを除く
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（参考）化石電源グランドファザリング（GF）の設定方法

第29回制度検討作業部会
（2019年２月28日）資料４から
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※１ 非FIT証書の取引推移は、非FIT非化石証書の発行量および各年度のオークションの約定量を基に集計（相対取引には発電事業者と需要家の直接取引量、内部取引量が含まれている。）
※２ FIT証書の取引推移は、再エネ価値取引市場の各年度オークションの約定量を集計（2024年度は非FIT証書の不足から代替調達を認めたため、約56億kWhの代替調達量が含まれている。）
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• 非FIT証書は中間目標値の引き上げに伴って取引量は増加傾向。その大半は相対取引となっている。

• FIT証書の買入札量は、2021年度からの４年間で大幅に増加。他方で、売入札量の増加は緩やか。

（２）第２フェーズの評価 ④非FIT証書とFIT証書の取引推移
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第98回制度検討作業部会
（2024年12月24日）資料６から

（２）第２フェーズの評価 ⑤需要家による非FIT再エネ証書の直接取引の状況
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• 非FIT証書の約定価格は、証書の需給がタイトだと思われる場合には上限価格に張り付き、需給が緩いと思われる場合には

下限価格に張り付く傾向があると考えられる。他方で、今年度の第1回オークションでは、上下限価格以外での価格形成が

行われており、市場の状況を引き続き注視していく必要がある。

• FIT証書の約定加重平均価格は、非FIT証書の需給ひっ迫を背景として「代替調達」が発動した2024年度第４回オークショ

ンを除き、下限価格近辺に張り付いている。

高度化法義務達成市場（非FIT証書） 再エネ価値取引市場（FIT証書）
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（２）第２フェーズの評価 ⑥市場価格の推移
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（参考）非化石価値取引市場の創設背景と意義

18

2017年2月：非化石価値取引市場創設を決定

 非化石電源比率目標（2030年度）
✓ 小売電気事業者（大手電力・新電力）：44％以上（再エネ＋原子力）
非化石電源を持たない事業者や取引所取引の割合が高い新規参入者にとっては目標達成は困難

※エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律2016年：高度化法目標見直し

 非化石電源の価値を顕在化し取引可能に。
小売電気事業者の非化石電源調達目標（2030年度44%）の達成を後押し

※ 電力需要家にとっては、①消費電力の非化石化や②FIT賦課金の軽減（FIT非化石証書の売上を活用）、
発電事業者にとっては、③非化石電源の設備投資等への活用などの利点あり。

非化石価値取引市場の意義

需要家からの意見を受けた制度見直し

 国際的に認められる非化石価値を少しでも安く調達したい。
 需要家が直接非化石証書を購入できるようにしてほしい。
 環境価値の由来である発電所のトラッキングができる証書がFIT非化石証書のみとなっている。

需要家からの主要意見

2021年11月：再エネ価値取引市場の創設

 最低価格を1.3円/kWhから0.3円/kWhに大幅に引き下げ。※23年度オークションから0.4円/kWhに変更

 需要家・仲介事業者の市場参加が可能に。
 すべての証書に対して全量トラッキング化。※24年度オークション分から

見直し後の内容

第4回 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース
（2021年2月3日）資料7を時点更新



（参考）高度化法対象事業者の主な意見
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• 高度化法では、前年度の電気の供給量が5億キロワット時以上の小売電気事業者等に高度化法目標の達成計画の作

成および提出を求めている。

• 当該達成計画の内訳資料において「2030年度目標を実現する上での課題等」に関する意見を記載することが可能

となっているが、直近提出された2024年度の達成計画の内訳資料における事業者意見をまとめると以下のとおり。

【制度の公平性・対象範囲の見直し】（意見数：10件以上）
高度化法の義務対象と対象外の事業者間における競争条件の不公平性

【非化石証書の調達環境と価格転嫁】（意見数：８件程度）
非FIT証書の調達（市場および相対）が困難、非FIT証書の市場における約定価格が高騰、非FIT証書の需給バランスが不透明
需要家の環境価値への理解などにより電力メニューへの価格転嫁が困難、 FITと非FITの市場価格差により価格転嫁が困難

【制度設計・運用の見直しと予見性の確保】（意見数：７件程度）
中間目標値の設定方法や通知時期の見直し、中間目標値の算定根拠の開示、制度変更時の周知期間の確保

【非化石証書制度の改善】（意見数：５件程度）
トラッキング内容の拡充、オークション開催回数の見直し、証書の転売制限の緩和、証書有効期限の見直し

【他制度との整合性・二重規制の懸念】（意見数：４件程度）
排出量取引制度との関係整理の必要性

【高度化法の目標設定の妥当性】（意見数：３件程度）
高度化法の非化石電源比率目標を非化石電源の導入実態に即した目標に見直し
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１）中間目標の達成状況について

⚫ 中間目標を達成した事業者の割合は、第１フェーズ（約６割）から大幅に向上（約９割５分） 。また、非化石電源比率も、中間目標を

導入した2020年度以降、着実に向上している。

⚫ また、中間目標の導入当初に比べると、事業者間の非化石電源比率の差は縮まりつつあり、より多くの小売電気事業者が非化石証書を

調達するようになっている。一方で、新たに高度化法目標の対象となる事業者を中心として、非化石電源比率が平均値を下回っている

事業者もまだ多い状況であることには留意が必要である。

⚫ こうした状況を踏まえると、小売電気事業者に、一定の非化石証書の調達を義務付けることで、非化石電源比率を増加させるという

所期の目的は、着実に達成されつつあると評価することができるのではないか。

２）非化石価値の取引状況について

⚫ 非FIT証書の取引量は、高度化法の中間目標値の引き上げに伴って増加傾向にある。

⚫ FIT証書の取引量も大きく増加しており、まだ余裕はあるものの、徐々に需給が引き締まりつつある。また、需要家による非FIT証書の

直接取引量も増加傾向にある。こうしたボランタリーな需要の増加の背景には、GXに向けた機運の高まりなどによる、需要家側の行動

変容があると推察される。

⚫ こうした傾向が続き、非化石証書に対する需要が増え続けると、非化石証書の需要が供給を上回るという状況が生じる可能性もあるの

ではないか。今後の制度の在り方を考える際には、こうした非化石証書に対する需要家側のニーズの高まりも踏まえた議論を行う必要

があるのではないか。また、取引量の増加にともなって、今後、ますます非化石証書の利用目的が多様化することが想定されるため、

証書の利便性や信頼性を高める取り組みも重要となるのではないか。

（２）第２フェーズの評価 ⑦まとめ（１/２）
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３）取引価格の推移について

⚫ 高度化法義務達成市場は、約定価格が上限価格（1.3円/kWh）となっている回もあるが、これまで多くの入札で、下限価格（0.6円

/kWh）に張り付いている状況。再エネ価値取引市場についても、約定量は着実に増加しているものの、これまで全ての入札で売入札量

が約定量を大幅に上回り、約定加重平均価格は下限価格（0.4円/kWh）近辺で推移。

⚫ このような市場の取引状況が非化石証書の相対取引に影響を与えているとの指摘※1や、市場取引を通じ、再エネ価値が顕在化すること

で、結果として再エネの新規投資や再投資につながるとの期待があるといった指摘※2も踏まえた上で、上下限価格の在り方を含めた非

化石価値を適正に評価するための市場の在り方についても改めて議論を行う必要があるのではないか。一方で、その際には、高度化法

義務達成市場と、再エネ価値取引市場が設置された趣旨や、上下限価格を含む市場ルールが見直されてきた経緯も踏まえて検討を行う

必要があるのではないか。

※1 例えば、第76回大量導入小委では、非化石価値取引市場の短期的な検討課題の中で、再エネ価値取引市場の取引状況について、需要家が自ら参加可能な

FIT証書市場の市場価格は環境価値の価格指標として事実上機能しているといった指摘や、足下は下限価格で安価に調達可能であるうえ、需給が今後逼迫して

も上限価格が設定されているため、需要家が中長期のPPAを締結するインセンティブが阻害されているといった指摘がなされている。

※2 例えば、第76回大量導入小委では、非化石価値取引市場（非化石証書制度）について、再エネ電気の環境価値を顕在化し、その円滑な取引環境を整備す

ることにより、結果として適切な価格指標が提供され、FIT制度から自立した形での新規投資・再投資の促進につながることが期待されるといった指摘がなさ

れている。

（２）第２フェーズの評価 ⑦まとめ（２/２）
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（参考）第七次エネルギー基本計画（抜粋）

第七次エネルギー基本計画
令和7年2月 資源エネルギー庁

② 電力システムが直面する課題と対応方針

 （ア）安定供給を大前提とした、電源の脱炭素化の推進

現在の事業環境下では、将来的な電力収入の不確実性が大きいことが大規模・長期 の脱炭素電
源投資が抱えるリスクと相まって、電源投資を躊躇させる一因となってい る。このため、事業期
間中の市場環境の変化等に伴う収入・費用の変動に対応できる 市場や事業環境、併せて資金調達
環境の整備を進めていく。また、多様なニーズに応 えつつ、脱炭素電源投資を推進する観点から、
非化石証書の更なる活用を推進するとともに、その在り方を検討する。加えて、火力の脱炭素化
に向けた取組も着実に進め ていくとともに、需給バランスの将来動向も見ながら、将来的な脱炭
素化を前提とし たＬＮＧ火力の新設・リプレースを一層促進する。 これらの検討を行うにあ
たっては、広域融通対象外である等、電源や系統規模等の 制約を有する離島等の地域の実情に留
意する。



（参考）再エネ大量導入小委における議論（１/３）
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第76回大量導入小委（令和7年9月30日） 資料1



（参考）再エネ大量導入小委における議論（２/３）
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第76回大量導入小委（令和7年9月30日） 資料1



（参考）再エネ大量導入小委における議論（３/３）
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第76回大量導入小委（令和7年9月30日） 資料1
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⚫ 第２フェーズの評価、そして、エネルギー政策を巡る様々な情勢の変化を踏まえ、第３フェーズに向け、
以下の論点について議論を行うこととしてはどうか。なお、①については、過去の議論経緯を踏まえ、
次世代小委においても議論を行うこととしてはどうか。

（３）今後取り扱う主な論点

①2031年度以降の目標のあり方
・高度化法における目標年度（2030年度）が迫っている中で、2031年度以降の目標のあり方についてどのよう
に考えるか。

②GFの取扱い
・GFについて、小売電気事業者の競争環境や事業環境にも配慮しつつも、小売電気事業者の非化石電源の利用
の遅れを是正し、非化石電源の維持・拡大を促す観点から、漸減させていくこととされているが、足下の状況
を踏まえ、どのように取り扱うか。

③中間目標値の設定方法
・中間目標値の設定方法について、現在の方法を維持するか。

④非化石価値を適正に評価するための市場のあり方
・非化石価値取引市場では、市場メカニズムが働きづらい状況がある。上下限価格のあり方や、中長期的な視点
も含め非化石価値を適正に評価し、非化石電源の維持・拡大を目指すためにどのような市場としていくか。

⑤非化石証書の利便性向上に向けて
・トラッキング情報の拡充、証書の有効期限、非FIT証書の転売の可否などについて、海外における議論も踏ま
えつつ、必要に応じて検討を行うこととしてはどうか。



１ 2025年度 第１回オークション結果

２ 高度化法第３フェーズ以降に向けた議論（総論）

３ 高度化法第３フェーズ以降に向けた議論（個別論点）

３-１ 2031年度以降の目標のあり方

３-２ 第３フェーズにおける化石電源グランドファザリング

27
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長期エネルギー需給見通しの変化を踏まえた高度化法に基づく
非化石電源比率目標の見直し経緯

⚫ 高度化法制定当初における目標では、2010年に閣議決定されたエネルギー基本計画（第2回改定）を踏まえて、

2020年度の非化石電源比率について、当時の電気事業法における一般電気事業者は50％以上、特定規模電気事業者

は2％以上と定めた。

⚫ その後、2015年７月に第４次エネルギー基本計画を踏まえた長期エネルギー需給見通しが策定されたことを受けて、

2015年11月の電力・ガス基本政策小委員会で議論を行い、同需給見通しにおける2030年度の電源構成（再エネ：

22％～24％、原子力：22％～20％、LNG：27％、石炭26％、石油３％）を踏まえ、目標を「2030年度における

非化石電源比率を原則44％以上」とする見直しを行った。

⚫ さらに、2021年に閣議決定された第６次エネルギー基本計画と併せて新たな2030年度のエネルギー需給の見通し

（再エネ：36～38％、原子力：20～22％、LNG：約20％程度、石炭：約19％程度、石油等：約２％程度）が示

され、2015年７月に示された2030年度の電源構成の見通し（再エネ：22％～24％、原子力：22％～20％、LNG：

27％程度、石炭：26％程度、石油：３％程度）から変化した。

⚫ それを受けて、 2022年7月の電力・ガス基本政策小委において、目標改正（2030年度目標の引き上げ）の議論がな

されたが、当時の非化石電源比率が20％台にとどまっていたことを踏まえて、非化石電源の導入のための施策を準

備していくことで、当該電源の比率の向上が十分に見込め、安定供給に支障を来さないと判断できる適切なタイミン

グで見直しを検討するとして、改正は見送った。
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2040年度のエネルギー需給見通しの策定を受けた対応の方向性

• 高度化法に基づく基本方針や判断基準（告示）は、エネルギー需給の長期見通し等を踏まえて定めることとされている。

• 2025年２月に策定された2040年度のエネルギー需給見通しで、新たな電源構成（再エネ４～５割程度、原子力２割程度、火力３～

４割程度） が示されたこうした中、2040年度のエネルギー需給見通しを受け、高度化法に基づく非化石電源比率目標を見直すこと

が考えられる。ただし、その際には、前回、目標改正を見送った2022年７月の電力・ガス基本政策小委での議論を踏まえると、見直

しの前提として、安定供給に支障を来さず非化石電源比率の向上が十分に見込めること、また非化石電源の導入のための施策が準備

されていることを確認する必要があるのではないか。

第６次エネルギー基本計画における
2030年度のエネルギー需給見通し
（令和３年10月）資源エネルギー庁

第７次エネルギー基本計画における
2040年度のエネルギー需給見通し
（令和７年２月）資源エネルギー庁



（参考）2015年11月の電力・ガス基本政策小委における議論
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第２回 電力基本政策小委員会
（2015年11月18日）資料６から



（参考）2022年7月の電力・ガス基本政策小委における議論
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第52回 電力・ガス基本政策小委員会
（2022年７月20日）資料5-1から



【参考】2040年度におけるエネルギー需給の見通し

2023年度
（確報値）

2040年度
（見通し）

エネルギー自給率 15.3% 3～４割程度

発電電力量 9877億kWh
1.1～1.2兆
kWh程度

電源構成
再エネ 22.9％ 4～5割程度

太陽光 9.8％ 23～29％程度

風力 1.1％ 4～8％程度

水力 7.6％ 8～10%程度

地熱 0.3％ 1～2％程度

バイオマス 4.1％ 5～6％程度

原子力 8.5％ ２割程度

火力 68.6％ ３～４割程度

最終エネルギー消費量 3.0億kL 2.6～2.7億kL程度

温室効果ガス削減割合
（2013年度比）

27.1％ 73％

⚫ 2040年度エネルギー需給の見通しは、諸外国における分析手法も参考としながら、様々な不確実性が存在
することを念頭に、複数のシナリオを用いた一定の幅として提示。

（参考）新たなエネルギー需給見通しでは、2040年度73％削減実現に至る場合に加え、実現に至らないシナリオ（61％削減）も参考値として提示。 73％削
減に至る場合の2040年度における天然ガスの一次エネルギー供給量は5300～6100万トン程度だが、61%削減シナリオでは7400万トン程度の見通し。 32
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非化石電源比率の推移と見通し

（年度）

非化石電源比率
（実績）

現行の高度化法における
非化石電源比率の目標

2040年度エネルギー需給
見通しにおける

再エネ＋原子力の割合

44％
（2030年度）

60％～70％
（2040年度）

※２ FIT証書（売れ残り配分量も含む）および非FIT証書のいずれも対象とした際の比率（44%目標との関係からみたもの）。

• 非化石電源比率は、非化石価値取引市場が開始した2017年度以降、着実に向上しており、直近は30％台で堅調に推移している。

• また、脱炭素電源の拡大に資する様々な取組※１も、充実してきている。 

※１ 例えば、脱炭素電源への投資回収の予見性を高める「長期脱炭素電源オークション」や「中長期取引市場」（今後）。再エネの導入促進に寄与する

「FIT/FIP制度」。次世代脱炭素技術の社会実装を図る「水素等のサプライチェーン構築のための価格差に着目した支援事業」や「先進的CCS支援事業」。

非化石需要の創出に資する「改正省エネ法」など。

• このような状況を鑑みると、2040年度に向けて、今後も、非化石電源比率の向上は十分に見込めると考えられるのではないか。

対象事業者全体の非化石電源比率※２の推移



高度化法に基づく非化石電源比率目標の見直し方向性

34

• 前述のとおり、今後も非化石電源比率の向上は十分に見込めると考えられるため、2040年度のエネルギー需給見通しを踏まえ、現行

の高度化法に基づく非化石電源比率目標（告示）を改正することとしてはどうか。

• 目標の見直しにあたっては、2040年度のエネルギー需給見通しにおける電源構成（再エネ４～５割程度、原子力２割程度、火力３～

４割程度）が、現時点で革新技術※の動向を確度高く見極めることが困難であるということを理由として、その普及拡大の程度に応じ

た複数のシナリオを参照して策定された、幅を持った見通しとなっていることに留意する必要がある。

※ ペロブスカイト太陽電池、浮体式洋上風力、水素・アンモニア、CCUSなど

• このような2040年度のエネルギー需給見通しの性質を踏まえると、革新技術の普及拡大が幅広く進展することを前提として、高い目

標を定めることは、事業者に過大な負担を課すことにもなりかねない。従って、高度化法に基づく非化石電源比率目標は、2040年度

のエネルギー需給見通しにおける電源構成の幅を持った見通しを踏まえつつ、対象事業者の非化石電源比率の推移状況および革新技

術の動向に係る将来の不確実性等を勘案し、「2040年度における非化石電源比率を60％以上」とすることとしてはどうか。なお、

この目標は、高度化法の枠組のみならず、様々な施策を総動員することによって実現を目指すものと整理することが適切ではないか。

注）なお、現行の高度化法に基づく基本方針・電気事業者の判断基準においては、非化石電源比率目標の説明として、2030年度における非化石電源比率
目標と、省エネ法に定める火力発電効率指標の目指すべき水準と併せて達成した場合の電気事業全体でのCO2排出係数（0.37kg-CO2/kWh）を記載
しているが、革新技術の動向に係る将来の不確実性等を踏まえ、2040年度の火力発電の内訳の見通し等は現時点で定められていないため、今回の見
直しに当たり、CO2排出係数についての記載は削除することを想定。

• また、高度化法目標を変更する場合は、上位組織である次世代電力・ガス基盤構築小委員会（旧「電力・ガス基本政策小委」）で議

論することとなっているため、本作業部会での議論も踏まえて、次世代電力・ガス基盤構築小委員会にてご議論の上、最終決定いた

だくこととする。
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（参考）高度化法告示（基本方針および判断基準）

第２回 電力基本政策小委員会
（2015年11月18日）資料６から
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（参考）現行の高度化法告示（電気事業関係）の目標

〇エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有
効な利用の促進に関する基本方針 
第一 エネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用のた めにエネル
ギー供給事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項 
１ エネルギー源の環境適合利用のためにエネルギー供給事業者が講ずべき措置に関する

基本的な事項
（略）

（１） 電気事業者
（略）
① 電気事業者は、令和 12 年度における非化石電源比率（非化石電源 （エネルギー供

給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石 エネルギー原料の有効な利用の促進
に関する法律（平成 21 年法律第 72 号）第２条第４項に規定するエネルギー源の環境適合
利用を行う電源 をいう。以下同じ。）に係る電気に相当するもの（非化石電源としての 価
値を有する電気として電気事業法第 28 条の４に規定する広域的運営 推進機関又は経済産
業省が認定したものの量に係る非化石証書（エネ ルギー供給事業者によるエネルギー源の
環境適合利用及び化石エネル ギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則（平成 22 
年経済産 業省令第43号）第４条第１項第２号に規定する非化石証書をいう。）の 取得その
他の方法により非化石電源としての価値を有するものをいう。） の量の、小売供給を行う
事業の用に供した電気の量に対する比率をい う。）を 44％以上（エネルギーの使用の合理
化及び非化石エネルギーへ の転換等に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）第５条第１項
に基づく 「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の 基準」（平
成 21 年経済産業省告示第 66 号）に定める電力供給業におけ るベンチマーク指標（以下
｢火力発電効率指標｣という。）の目指すべき 水準の達成と併せて、結果として、温室効果
ガス算定排出量等の報告 等に関する命令（平成 18 年内閣府・総務省・法務省・外務省・
財務 省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通 省・環境省令第２
号）第 20 条の２第１項に規定する調整後排出係数で は電気事業全体として 0.37kg-
CO2/kWh に相当するもの）とすることを 目標とすることとする。なお、本目標（以下「非
化石電源目標」とい う。）の達成に当たっては、共同による達成を妨げない。

• 高度化法告示（基本方針）は、全ての電気事業者に2030年度における非化石電源比率の目標を定めている。

• 高度化法告示（判断基準）は、上記目標を定めた上で、かつ目標達成の確度を高めるため、販売電力量が５億kWhを超える電気事業

者に、毎年度中間目標値を定め達成状況及び取組状況についての評価を行うこととしている。

○エネルギー源の環境適合利用に関する電気事業者の判断の基準
（略）
1．定義
（略）
2．エネルギー源の環境適合利用の目標
① 電気事業者は、令和12年度における非化石電源比率を44％以上(エネルギーの使用の 合理
化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第5条第1 項に基づく
「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」 (平成21年経済
産業省告示第66号)に定める電力供給業におけるベンチマーク指標(以下 「火力発電効率指
標」という。)の目指すべき水準の達成と併せて、結果として、温室 効果ガス算定排出量等
の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務 省・財務省・文部科学省・
厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 令第2号)第20条の2第１項に規
定する調整後排出係数では電気事業(電気事業者の行う 小売供給に係る事業をいう。)全体と
して0.37kg-CO2/kWhに相当するもの)とするこ とを目標とし、既に当該非化石電源比率の目
標(以下「非化石電源比率目標」という。) を達成した電気事業者であっても、非化石電源比
率の更なる向上への努力を求める。た だし、沖縄県及び離島(沖縄県に属するものを除く。)
の需要に応じ電気を供給する場合 等において、平成29年度の供給計画(電気事業法第29条に
規定する供給計画をいう。以 下同じ。)を踏まえ、この目標の達成が合理的に不可能と認め
られる電気事業者については、平成29年度の供給計画における最終年度の非化石電源比率以
上の比率を目標値として定めることができる。なお、本目標の達成に当たっては、共同によ
る達成を妨げない。
④ 非化石電源比率目標の達成の確度を高めるため、国は、毎年度、電気事業者(①にお いて
規定する非化石電源比率目標の達成が合理的に不可能と認められる電気事業者を除く。以下
この④において同じ。)ごとに到達すべき非化石電源比率(以下「中間目標値」という。)を次
の算式により定め、これを各電気事業者に通知し、電気事業者(複数の電気事業者で取組を
行っている場合にあっては、当該複数の電気事業者)ごとに、中間目 標値の達成状況及び中
間目標値への取組状況についての評価(以下「中間評価」という。) を行うものとする。

高度化法告示（基本方針） 高度化法告示（判断基準）



１ 2025年度 第１回オークション結果

２ 高度化法第３フェーズ以降に向けた議論（総論）

３ 高度化法第３フェーズ以降に向けた議論（個別論点）

３-１ 2031年度以降の目標のあり方

３-２ 第３フェーズにおける化石電源グランドファザリング
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• 化石電源グランドファザリング（GF）は事業者間で非化石電源へのアクセス環境が大きく異なっているという実態を踏まえ、非化石

電源の電気を新規に調達することの困難性や事業環境の激変を防ぐという観点から、非化石電源の調達に一定の配慮を行う目的で導

入された 。

• 2019年のGF導入に関する議論において、第１フェーズは、制度設計当時に活用可能であった2018年度の対象事業者の非化石電源比

率を用いて、対象事業者全体の非化石電源比率の平均値（＝GF設定基準値）と各社の比率を比較し、平均値より下回る分をGF（パー

セントポイント）として設定。目標値から当該GF分だけ控除している。また、GFは諸外国を参考に段階的に漸減させ最終的に撤廃を

目指すとした。

• また、第２フェーズ以降は、非化石電源の稼働状況等を踏まえ、電源維持等のインセンティブを損なわないことに配慮しつつ、 GFの

あり方を適切に見直すこととした。

• 2022年の第２フェーズのGFのあり方に関する議論において、第２フェーズにおけるGFの見直しの方向性については、小売電気事業

者の競争環境や事業環境にも配慮しつつも、小売電気事業者の非化石電源の利用の遅れを是正し、非化石電源の維持・拡大を促す観

点から、当初想定どおり、GFを漸減させていく方向性とした。

• GFの漸減率については、元来、GFが小売電気事業者の非化石電源の調達環境に配慮して設定されたことを踏まえて、GFを設定した

2018年度以降の小売電気事業者の平均的な非化石電源比率の変化を反映することとした。具体的には、平均非化石電源比率が2018

年度の22.8%から2021年度に28.8%へ上昇していることを踏まえ、３年分の上昇率である6％を第２フェーズにおけるGFの設定基

準値から引き下げた。漸減方法は毎年度の証書の需給バランスに与える影響を抑制する観点から、3年間（第２フェーズの期間）を通

じて同一とした。

これまでの化石電源グランドファザリング（GF）の考え方
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（参考）高度化法におけるGFのあり方について
第28回 制度検討作業部会

（2019年１月10日）資料４から
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（参考）第２フェーズ以降におけるGFのあり方について

第31回 制度検討作業部会
（2019年４月22日）資料３から
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（参考）化石電源グランドファザリング（GF）の具体的考え方 第72回 制度検討作業部会
（2022年11月8日）資料8から
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（参考）第２フェーズにおけるGFの具体的措置について
第72回 制度検討作業部会

（2022年11月8日）資料8から



• GFを導入した際の議論において、第２フェーズ以降は、非化石電源の稼働状況等を踏まえ、電源維持等のインセンティブを損なわな

いことに配慮しつつ、 GFを漸減させていくこととしている。

• 足元の非化石電源比率の推移を確認すると、前回GFを見直した2021年度から2024年にかけての高度化法事業者全体の平均的な非化

石電源比率の増加分は２％となっているが、仮にGFを撤廃した場合は、約８割の事業者に平均的な非化石電源比率の増加分（２％）

以上の中間目標値の引上げをもたらすこととなる。特に、新たに高度化法の対象となった事業者など、非化石電源比率が低い、約２

割の事業者にとっては10％以上の引上げにつながるため、過大な負担となりかねない。

• このため、第３フェーズでは、第１フェーズから第２フェーズへの移行時と同様の考え方に基づき、漸減率については、ＧＦ設定基

準値を、前回GFを見直した2021年度から2024年度の非化石電源比率の増加分（約２％）引き下げることとしてはどうか。

• 第３フェーズの終了年度は現状定められていないが、第３フェーズもGFを存続させることや、GFは非化石電源比率の状況等を踏まえ

適切に見直す必要があること（GF設定の時点から非化石電源比率が大きく変化した場合に、GFを見直さずに維持することは不適当）

を踏まえると、これまでのフェーズと同様に一定の期間で終わらせる必要があるため、第３フェーズも、第１フェーズ及び第２

フェーズと同様に、３年間（2026年度～2028年度）とし、2029年度以降を第４フェーズ（仮）としていくこととしてはどうか。

• なお、漸減方法は、第２フェーズと同様、毎年度の証書の需給バランスに与える影響を抑制する観点から、３年間（第３フェーズの

期間）を通じて同一とすることとしてはどうか。

第３フェーズにおける化石電源グランドファザリング（GF）
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（参考） GFを撤廃した場合の中間目標値と事業者別の非化石電源比率（非FIT証書のみ）
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非化石電源比率（非FIT非化石電源由来）

新たに高度化法
対象となる事業者
（８者）

2%以上の引上げとなる事業者
（53者/69者）

ＧＦを撤廃した場合の
中間目標値：約21％

• ＧＦを撤廃した場合の中間目標値（約21％）に対して２％以上の中間目標値の引上げとなる事業者は53者（全体の８割程度）であった。

• このうち、10％以上の中間目標値の引上げとなる事業者は15者（全体の２割程度）であった。特に、新たに高度化法対象となる事業者

（８者）については非化石電源比率が低い傾向にあり、そのうち半数（４者）は、非化石電源比率が０％であった。

注）2025年度達成計画の提出対象事業者のうち、離島供給などを除く事業者（69者）の非FIT非化石電源由来の非化石電源比率（2024年度実績）
から、GFを撤廃した場合の中間目標値（GFを撤廃した場合、全ての事業者が一律の目標となる）による影響を検証した。

10%以上の引上げとなる事業者
（15者/69者）
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